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☆オンライン知的財産セミナー（事業に資する知財戦略・知財活動、知財の獲得・活用）⑽
☆オンライン知的財産セミナー（最近の商標審判決における

識別力・類否判断の傾向に照らした自社商標保護の図り方） ⑾
☆オンライン知的財産セミナー《新春知財セミナー》　（知的財産分野の悩ましい問題について）⑿

☆米国商標法の「名前条項」と表現の自由
　～Vidal v. Elster事件米国最高裁判決の紹介～ ⑴

１　米国商標法の「名前条項」とVidal v. Elster
事件
2024年11月５日に投票が行われた米国大統領選挙

は、共和党Donald Trump候補が返り咲いて勝利す
る結果に終わった。今回と同様に、Donald Trump
候補とライバル候補の中傷合戦は過去の選挙でも激
しかった。本稿で取り上げるVidal v. Elster事件は、
2016年の大統領共和党予備選挙の討論会で上院議員

のMarco Rubio候補が「トランプは（手が）小さ過
ぎる」と述べたことから、Steve Elster氏が、シャ
ツ等を指定商品として「TRUMP TOO SMALL」と
いう商標の登録出願を行った事件である。米国特許
商標庁の審査官は、商標がトランプ大統領の名前を
本人の同意なく使用していたため、ランハム法２条

（合衆国法典15編1052条）（c）項の「（書面による同
意がある場合を除き、）生存する特定の個人を示す

米国商標法の「名前条項」と表現の自由米国商標法の「名前条項」と表現の自由

 大野総合法律事務所
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